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　④-1　目標 ○　学生相談室に２月１日付けで常勤カウンセラーを雇用し，学生相談体制の更なる充実を図った。さ

らに，毎月「学生相談室だより」を発行し，学生と教職員に配信している。カルト対策として，９月２６日に
「カルト問題に関する講演会」と「情報交換会」を開催し，岡山県内の各大学のカルト被害の現状や対応
方法についての情報交換を行った（出席者数：講演会４５名（学内参加者３０名），情報交換会１７名）。
　９月７日に東京で開催されたカルトに関する全国集会に学務部職員を派遣し，カルト被害防止のため
の情報収集を行い，そこで得た他大学等のカルトの現状とその対応策を本学の学生相談窓口での対応
に役立てている。また，新入生全員に配付している「安全と安心の学生生活を応援します」という冊子と
新入生全員の保護者に配付している「保護者の皆様へ」の冊子を利用して，カルトに関する注意喚起と
啓発を継続して行っている。
○障がい学生支援室では，ノートテイカーの養成講座を３回開催し，ノートテイカーの登録者数（3月時
点の登録者数４２名）を増やし，聴覚障がい学生の支援体制を充実させている。障がいを有する生の個
別の支援については，個別支援連絡会議を年度当初に開催し，その後は必要に応じて，関係者間で連
絡調整を行っている。また，個別に学生の前期修学状況のモニタリングと評価を行い，後期の修学支援
に向けて関係教員・学務事務担当者と連携して個別の支援を充実させている。更に，障がい学生支援
の啓発活動として，障がい学生支援研修会（10月開催:他大学を含む教職員41名参加），バリアフリー
体験講座（「車いす初級編（５月開催：21名参加）」，「点字教室初級編（７月開催：19名参加）」）を開催し
た他，毎月，障がい学生支援室だより「ちょびてご」を発刊し，学生と教職員に配信している。更に，岡山
県内の大学で構成するコンソーシアム岡山内に，「障がい学生支援委員会」の設置を働きかけ，地域の
大学が一体となった障がい学生支援を図ることとした。
○ 研究奨励金制度改正について，実務上の問題点を洗い出し，平成２５年４月１日施行での関係諸規
則の改正を行い，平成２５年２月に教員及び大学院学生に周知した。 また学生の学内雇用制度につい
て，学生雇用制度検討ワーキンググループ（学生支援センター副センター・学生支援センター学生生活
支援部会長・教育開発センター副センター長・学生支援課長・学生支援課総括主査で構成）を立ち上
げ，教育開発センターと共同して，主に教育・学生支援機構における雇用学生の養成・研修方法を含む
制度や組織および実施方法について検討し，３月に，平成２６年度実施に向けた検討結果を教育担当
理事へ答申した。

○  引き続き学生相談体制の充実をはかるとともに，カルト被害防止のための注意喚起と
啓発活動を行う。
（中期目標９，中期計画２６，年度計画３８）
○　障がい学生の支援体制の充実をはかり，学内のバリアフリー化を促進する。
（中期目標９，中期計画２６，年度計画３８）
○　研究奨励金制度の見直しに伴い，平成２５年度から実施する新たな研究奨励金制度の
周知を徹底する。また，学生に対する経済的支援の一環として，学生を雇用する制度の導
入について具体的な方針を検討する。
（中期目標９，中期計画２７，年度計画４２）

　④-2　目標とする（重要視する）客観的指標
○学生支援センター年報の作成
○「学生相談室だより」の作成
○「障がい学生支援室だより」の作成

④センター業務

組織目標評価報告書（平成２４年度）

部局名： 学生支援センター

目　標 目標の達成状況（成果）及び新たに生じた課題への取組
（部局での検証とそれに対する取組）

①教育領域
　①-1　目標

　①-2　目標とする（重要視する）客観的指標

　②-1　目標

　②-2　目標とする（重要視する）客観的指標

②研究領域

　③-1　目標

　③-2　目標とする（重要視する）客観的指標

③社会貢献(診療を含む)領域

【総括記述欄】

　平成24年度のセンター業務（学生相談体制の充実とカルト被害防止のための啓発活動，障がい学生支援体制の充実，研究奨励金制度の見直と学生雇用制度導入の検討）の達成状況は，いず
れも良好であった。
　学生相談関係は，今年2月学生相談室に特任助教が採用され学生相談体制の充実が図られた。また大学の内外で，カルト団体の勧誘活動は続いており，カルト対策は引き続き継続していく必
要がある。
　障がい学生支援関係では，大学コンソーシアム岡山に「障がい学生支援委員会」の設置が決まったので，来年度からは地域の大学とも連携しながら障がい学生支援の充実を図る体制を整えた
い。
　研究奨励金制度については，来年度から国際学会に限定した新たな制度になるので，円滑に運用されるように管理運営していく必要がある。
　学生の学内雇用制度についてWGで答申された内容を精査し，可能な限り実施できるように体制を整えたい。


